
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水処理工程と汚泥処理工程とからなる下水処理であって、前記水処理工程によって生成さ
れる沈殿汚泥を、汚泥濃縮槽及び汚泥消化槽で処理し、得られた消化汚泥を脱水機で処理
する下水処理において、
３価鉄化合物を前記汚泥濃縮槽に添加し、汚泥濃縮槽内の汚泥を、その中に含まれる鉄成
分全体に対する硫酸イオン全体のモル比が０．０３以下になる条件を満足する状態で、汚
泥濃縮槽から排出することを特徴とする、前記汚泥消化槽における硫化水素の抑制方法。
【請求項２】
下水処理の水処理工程と汚泥処理工程とを、個別的下水処理施設と集約的汚泥処理施設と
によって行う集約型下水処理であって、個別的下水処理施設における水処理工程によって
生成される沈殿汚泥を、汚泥濃縮槽で処理して得られる濃縮汚泥を直接、又は前記の沈殿
汚泥を汚泥濃縮槽で処理した後、続いて汚泥消化槽で処理して得られる消化汚泥を、長距
離送泥管を経て、別の場所に配置した集約的汚泥処理施設における汚泥処理槽へ送る集約
型下水処理において、
３価鉄化合物を前記汚泥濃縮槽に添加するか、又はそれ以前の工程で添加し、汚泥濃縮槽
内の汚泥を、その中に含まれる鉄成分全体に対する硫酸イオン全体のモル比が０．０３以
下になる条件を満足する状態で、汚泥濃縮槽から排出することを特徴とする、硫化水素の
抑制方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、下水処理における硫化水素の抑制方法、特には、汚泥消化槽及び／又は長距離
送泥管における硫化水素の抑制方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
図１に示すように、下水処理は、通常、水処理工程と、その工程で発生する汚泥を処理す
る汚泥処理工程とからなる。
水処理工程において、被処理水（ａ）は、最初沈殿池（１）に送られ、前記被処理水（ａ
）中に含まれる固形物が十分に沈殿するまで貯留される。所定の貯留時間経過後に、最初
沈殿池（１）の上清（ｂ）は、活性汚泥を含む曝気槽（２）に送られ、前記上清（ｂ）中
に含まれる有機物が、活性汚泥中の微生物の作用によって分解される。所定の処理時間経
過後に、曝気槽（２）の活性汚泥混合液は、最終沈殿池（３）に送られ、前記活性汚泥混
合液（ｃ）中に含まれる固形物が十分に沈殿するまで貯留される。所定の貯留時間経過後
に最終沈殿池（３）の上清（ｄ）は、放流水（ｅ）として、下水処理施設の外部に放出さ
れ、水処理工程が完了する。
【０００３】
最終沈殿池（３）で生成する沈殿物の一部は、返送汚泥（ｐ）として曝気槽（２）に戻さ
れ、活性汚泥として機能する。一方、前記沈殿物の残りは、余剰汚泥（ｑ）として以下の
汚泥処理工程に送られる。また、最初沈殿池（１）で沈殿により生成する初沈汚泥（ｒ）
も、以下の汚泥処理工程に送られる。本明細書において、水処理工程を構成する各沈殿池
［例えば、最初沈殿池（１）又は最終沈殿池（３）など］で生成する汚泥［例えば、余剰
汚泥（ｑ）又は初沈汚泥（ｒ）など］を、沈殿汚泥と称する。
前記沈殿汚泥には、一般に、鉄成分及び硫酸イオンが含まれており、沈殿汚泥中に含まれ
る鉄成分全体に対する硫酸イオン全体のモル比（硫酸イオン／鉄成分）は、通常、０．１
以上である。
【０００４】
沈殿汚泥は、場合により汚泥分配槽（図示されていない）を経て、あるいは最初沈殿池（
１）又は最終沈殿池（３）から直接、汚泥濃縮槽（４）に送られる。汚泥濃縮槽（４）で
は、例えば、重力濃縮により、沈殿汚泥を通常５～６時間で３～４倍に濃縮することがで
きる。重力濃縮に代わり、機械濃縮によっても前記濃縮処理を行なうことができる。
【０００５】
汚泥濃縮槽（４）から排出される濃縮汚泥の処理は、代表的には、以下の４種の経路によ
り実施することができ、いずれの場合にも最終的にはケーキの形で処分される。
第１の経路では、汚泥濃縮槽（４）から排出される濃縮汚泥（ｓ）を脱水機（６）に移送
し、その中で、例えば、ベルトプレス又は遠心などにより水分を除去し、ケーキ（ｘ）を
得ることができる。
第２の経路では、汚泥濃縮槽（４）から排出される濃縮汚泥（ｔ）を汚泥消化槽（５）に
供給し、濃縮汚泥（ｔ）中に含まれる有機物を、微生物の作用によって嫌気条件下で消化
し、汚泥を減容化する。減容処理は、嫌気性微生物による消化を効率的に実施することが
できる条件、例えば、約３７℃で３０日間程度行なうことができる。所定期間経過後に、
汚泥消化槽（５）から排出される消化汚泥（ｖ）を脱水機（６）に移送し、その中で、例
えば、ベルトプレス又は遠心などにより水分を除去し、ケーキ（ｘ）を得ることができる
。
これらの第１及び第２の経路を含む下水処理は、一般に、個々の下水処理施設内で、被処
理水（ａ）からケーキ（ｘ）までの処理を行なうことができる、単独型下水処理である。
【０００６】
次の第３及び第４の経路は、汚泥処理工程の最後の工程を、個々の下水処理施設内で実施
する代わりに、集約的汚泥処理施設に集めて一括して実施する経路である。第３及び第４
の経路を含む下水処理は、一般に、個々の下水処理施設内で、汚泥処理工程の最後の工程
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を除く下水処理を実施し、続いて、集約的汚泥処理施設内で、汚泥処理工程の最後の工程
を実施することのできる、集約型下水処理である。集約型下水処理施設は、個別的下水処
理施設に比べて、施設規模を大きくした場合の処理能力当たりの建設費の低減幅が大きい
メリットがある。
第３の経路では、汚泥濃縮槽（４）から排出される濃縮汚泥（ｕ）を、長距離送泥管（７
）により、例えば、圧送などの手段によって集約的汚泥処理施設へ送泥する。集約的汚泥
処理施設では、長距離送泥管（７）により汚泥濃縮槽（４）から送泥された濃縮汚泥（ｕ
）を、その集約的汚泥処理施設内の汚泥消化槽（９）及びそれに続く脱水機（１０）によ
り、又は脱水機（１０）により処理して、ケーキ（ｙ）の形にまで変えることができる。
第４の経路では、汚泥濃縮槽（４）から排出される濃縮汚泥（ｔ）を汚泥消化槽（５）に
供給し、濃縮汚泥（ｔ）中に含まれる有機物を、前記と同様の条件で減容化する。所定期
間経過後に、汚泥消化槽（５）から排出される消化汚泥（ｗ）を長距離送泥管（８）によ
り、集約的汚泥処理施設内の脱水機（１０）に、例えば、圧送などの手段により送泥する
。集約的汚泥処理施設では、長距離送泥管（８）により汚泥消化槽（５）から送泥された
消化汚泥（ｗ）をケーキ（ｙ）にまで処理することができる。
前記の集約的汚泥処理施設は、一般に、複数の個々の下水処理施設からの濃縮汚泥（ｔ）
又は消化汚泥（ｗ）を一括して集中的に処理する施設であり、個々の下水処理施設からは
離れた場所に設けられ、個々の下水処理施設とは、長距離送泥管（７），（８）によって
連絡している。
【０００７】
汚泥処理工程の各工程において発生する各分離液の内、個々の下水処理施設で発生する分
離液、すなわち、汚泥濃縮槽（４）から発生する濃縮離脱液（ｆ）、汚泥消化槽（５）か
ら発生する消化離脱液（ｇ）、及び脱水機（６）から発生する脱水ろ液（ｈ）は、再び、
最初沈殿池（１）に戻され、被処理水（ａ）と一緒に水処理を受ける。
また、集約的汚泥処理施設で発生す分離液、すなわち、汚泥消化槽（９）から発生する消
化離脱液（ｊ）、及び脱水機（１０）から発生する脱水ろ液（ｋ）は、集約的汚泥処理施
設内の水処理槽（１１）に送られ、適当な水処理を受けた後、放流水（ｍ）として、集約
的汚泥処理施設の外部に放出される。
【０００８】
前記下水処理を実施する下水処理施設において、下水処理中に発生する硫化水素は、下水
処理施設を腐食し、施設の機能に支障を与え、作業環境上でも問題となることから、下水
処理において硫化水素の発生を抑制することは重要な課題である。一般的な下水の場合に
は、硫化物（硫酸イオン）と有機物とが嫌気性状態で存在すると、硫酸塩還元細菌の作用
によって硫化水素が発生する。硫化水素は、最初沈殿池（１）、汚泥分配槽（図示せず）
、汚泥濃縮槽（４）、汚泥消化槽（５）、又は脱水機（６）などで発生し、特に汚泥消化
槽（５）で大量に発生する。
また、集約型下水処理においては、個別的下水処理施設で硫化水素が発生するのに加えて
、個別的下水処理施設と集約的汚泥処理施設とを連絡する長距離送泥管内でも、硫化水素
の発生とそれに起因する施設の腐食が懸念される。なぜなら、前記集約型下水処理では、
汚泥を、圧送などの手段により、個別的下水処理施設から汚泥集約処理施設まで長距離輸
送する必要があり、この場合、個別的下水処理施設と集約的汚泥処理施設とを連絡する長
距離送泥管内は、一般的に、硫酸塩還元細菌にとって都合のよい嫌気的条件下にあるので
、汚泥の変質又は腐敗がおこるからである。
【０００９】
汚泥消化槽で発生する硫化水素を除去する方法としては、例えば、黄土を担体として酸化
鉄を配した吸着剤、ダライ粉、若しくは活性炭により吸収除去する乾式脱硫法、又はアル
カリ性水溶液を吸収剤とする湿式脱硫法などが実施されている。しかし、これらの方法は
、汚泥消化槽において発生してしまった消化ガスを脱硫設備に導くことにより、消化ガス
中に含まれる硫化水素を除去するものであり、汚泥消化槽内における硫化水素の発生それ
自体を抑制するものではない。従って、これらの方法は、硫化水素の発生に伴って生じる

10

20

30

40

50

(3) JP 3614251 B2 2005.1.26



汚泥消化槽内の腐食、更には、消化脱離液に含まれる硫化水素により生じる処理場内返流
水管路の腐食などを防ぐことができなかった。
【００１０】
硫化水素が汚泥から発生すること自体を直接抑制する方法としては、汚泥消化槽を備えて
いない下水処理施設において、曝気槽にポリ硫酸第二鉄を添加することにより、リンを除
去し、かつ濃縮汚泥からの硫化水素の発生を抑制する方法が開示されている（第３２回下
水道研究発表会講演集第５４７頁～第５４９頁，１９９５年）。しかし、この方法は、そ
もそも汚泥消化槽を使用する方法ではなく、従って、前記文献には、汚泥消化槽における
硫化水素の発生及びその抑制に関する記載はない。また、この文献と同様に、曝気槽にポ
リ硫酸第二鉄を大量に添加すると、ポリ硫酸第二鉄に含まれる硫酸根が、逆に硫化水素の
発生を促進したり、汚泥消化槽における消化工程に悪影響を与えたりすることが予想され
る。
また、下水処理においてポリ硫酸第二鉄を利用する方法として、曝気槽にポリ硫酸第二鉄
を添加することにより、水中のリン酸を除去する方法が開示されている（特開平７－２３
２１７５号公報）が、この文献には、前記方法が硫化水素の発生を抑制することの開示も
示唆もない。
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、下水処理において、汚泥消化槽における硫化水素の発生を抑制
し、硫化水素の発生に伴って生じる汚泥消化槽内の腐食、更には、消化脱離液に含まれる
硫化水素により生じる処理場内返流水管路の腐食などを防ぐ方法を提供することにある。
また、本発明の別の目的は、集約型下水処理において、長距離送泥管における硫化水素の
発生を抑制し、硫化水素の発生に伴って生じる長距離送泥管内の腐食を防ぐ方法を提供す
ることにある。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
前記の目的は、本発明による、水処理工程と汚泥処理工程とからなる下水処理であって、
前記水処理工程によって生成される沈殿汚泥を、汚泥濃縮槽及び汚泥消化槽で処理し、得
られた消化汚泥を脱水機で処理する下水処理において、
３価鉄化合物を前記汚泥濃縮槽に添加し、汚泥濃縮槽内の汚泥を、その中に含まれる鉄成
分全体に対する硫酸イオン全体のモル比が０．０３以下になる条件を満足する状態で、汚
泥濃縮槽から排出することを特徴とする、前記汚泥消化槽における硫化水素の抑制方法に
よって達成することができる。
また、本発明は、下水処理の水処理工程と汚泥処理工程とを、個別的下水処理施設と集約
的汚泥処理施設とによって行う集約型下水処理であって、個別的下水処理施設における水
処理工程によって生成される沈殿汚泥を、汚泥濃縮槽で処理して得られる濃縮汚泥を直接
、又は前記の沈殿汚泥を汚泥濃縮槽で処理した後、続いて汚泥消化槽で処理して得られる
消化汚泥を、長距離送泥管を経て、別の場所に配置した集約的汚泥処理施設における汚泥
処理槽へ送る集約型下水処理において、
３価鉄化合物を前記汚泥濃縮槽に添加するか、又はそれ以前の工程で添加し、汚泥濃縮槽
内の汚泥を、その中に含まれる鉄成分全体に対する硫酸イオン全体のモル比が０．０３以
下になる条件を満足する状態で、汚泥濃縮槽から排出することを特徴とする、硫化水素の
抑制方法にも関する。
【００１３】
本明細書において、下水処理とは、被処理水を、清浄な放流水として自然環境に放出する
ことができるように、処理する水処理工程と、前記水処理工程によって生成される沈殿汚
泥を処理する汚泥処理工程とから主になる処理を意味する。また、前記下水処理には、（
１）前記水処理工程及び前記汚泥処理工程のすべての工程を同一施設内で処理することの
できる個別的下水処理施設において、前記水処理工程及び前記汚泥処理工程のすべての工
程を実施する、単独型下水処理と、（２）汚泥処理工程の最後の工程を除く下水処理を、
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個別的下水処理施設で実施し、汚泥処理工程の最後の工程を、集約的汚泥処理施設に集め
て一括して実施する、集約型汚水処理工程とが含まれる。なお、集約的汚泥処理施設とは
、前記個別的下水処理施設から離れた場所に配置した施設であって、少なくとも２か所以
上の前記個別的下水処理施設から排出される濃縮汚泥及び／又は消化汚泥を、長距離送泥
管を経由してその施設に集め、その施設で一括して、下水処理の最後の工程を実施するこ
とができる施設を意味する。前記個別的下水処理施設と前記集約的汚泥処理施設とは、通
常、数ｋｍ～数十ｋｍの距離を隔てて配置されることが多い。
【００１４】
本明細書において、汚泥濃縮槽とは、水処理工程において沈殿池（例えば、最初沈殿池、
又は最終沈殿池など）から発生する沈殿汚泥（例えば、初沈汚泥又は余剰汚泥など）をそ
の内部に滞留させ、適当な手段により前記汚泥を濃縮することができる装置を意味する。
汚泥濃縮槽には、例えば、重力濃縮槽及び機械濃縮槽などが含まれる。ここで、濃縮とは
、汚泥中の汚泥固形分の量を実質的に一定に維持したまま、汚泥中の水分量を減少させる
ことを意味する。
また、本明細書において、濃縮汚泥とは、前記汚泥濃縮槽から排出される汚泥を意味する
。
また、本明細書において、汚泥消化槽とは、前記汚泥濃縮槽から排出された濃縮汚泥をそ
の内部に滞留させ、微生物の作用により嫌気条件下で前記汚泥を消化し、汚泥の減容化を
実施することができる装置を意味する。
また、本明細書において、消化汚泥とは、前記汚泥消化槽から排出される汚泥を意味する
。
更に、本明細書において、長距離送泥管とは、前記個別的下水処理施設と前記集約的汚泥
処理施設とを連絡し、前記個別的下水処理施設で発生する濃縮汚泥及び／又は消化汚泥を
、前記個別的下水処理施設から前記集約的汚泥処理施設に輸送することのできる装置を意
味する。
【００１５】
【発明の実施の形態】
本発明方法によれば、任意の被処理水あるいは任意の沈殿汚泥を処理することができる。
被処理水は、通常の下水処理施設で処理することのできる下水であれば、特に限定される
ものではなく、例えば、生活排水、農業排水、工場排水、又は天然流水などを挙げること
ができる。また、沈殿汚泥も特に限定されるものではなく、前記の被処理水を通常の水処
理工程によって処理して生成される沈殿汚泥、すなわち、一般的にその沈殿汚泥中に含ま
れる鉄成分全体に対する硫酸イオン全体のモル比（硫酸イオン／鉄成分）が０．１以上と
なる沈殿汚泥である。また、前記沈殿汚泥中に含まれる鉄成分全体の内、３価鉄化合物の
比率は、例えば、下水処理施設の形式、又は被処理水原液の性状などにより、変動が大き
い。
【００１６】
本発明方法においては、３価鉄化合物として、例えば、３価鉄の無機塩を用いることがで
きる。３価鉄の無機塩としては、例えば、３価鉄の酸化物、塩化物、硝酸塩、又は硫酸塩
、具体的には、Ｆｅ２ Ｏ３ 、ＦｅＣｌ３ 、Ｆｅ（ＮＯ３ ）３ 、Ｆｅ２ （ＳＯ４ ）３ 、又は
ポリ硫酸第二鉄を挙げることができる。前記ポリ硫酸第二鉄は、式：
［Ｆｅ２ （ＯＨ）ｎ （ＳＯ４ ）３ － ｎ ／ ２ ］ｍ
〔式中、ｎ＜２であり、ｍ＞１０であり、その塩基度は（ｎ／６）×１００％で示される
〕で表わされる化合物である（特公昭５１－１７５１６号公報参照）。３価鉄化合物とし
ては、液状にすることができ、取り扱いが容易である点で、ＦｅＣｌ３ 又はポリ硫酸第二
鉄が好ましく、配管腐食の原因となる塩素を含まず、ｐＨの低下が少ない点で、ポリ硫酸
第二鉄が特に好ましい。
【００１７】
本発明方法においては、任意の３価鉄化合物、特には３価鉄の無機塩を単独で、又は組み
合わせて用いることができる。また、３価鉄化合物を液体状、溶液状若しくは固体状で、
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又はそれらを組み合わせて添加することができる。３価鉄化合物を液体状又は溶液状で加
えると、速やかに拡散するので好ましい。
【００１８】
本発明方法において、単独型下水処理を実施する場合には、３価鉄化合物を前記汚泥濃縮
槽に添加し、汚泥濃縮槽内の汚泥を、その中に含まれる鉄成分全体に対する硫酸イオン全
体のモル比（硫酸イオン／鉄成分）が０．０３以下になる条件を満足する状態で、汚泥濃
縮槽から排出する。すなわち、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モル比が０．
０３以下になるように、３価鉄化合物を汚泥濃縮槽に添加し、必要により濃縮処理を行う
。
なお、前記の鉄成分又は鉄成分全体には、濃縮汚泥中における任意の存在状態におけるす
べての鉄、例えば、溶存状態の鉄、又は結晶質状態若しくは非晶質状態の酸化物若しくは
水酸化物などの状態の鉄などが含まれ、原子価も３価に限定されるものではなく、任意の
原子価であることができる。前記濃縮汚泥中に含まれる前記鉄成分のモル量は、例えば、
誘導結合プラズマ発光分析装置（ＩＣＰ）の方法によって、測定することができる。
【００１９】
３価鉄化合物として３価鉄含有硫酸塩（例えば、硫酸第二鉄又はポリ硫酸第二鉄）を用い
て、単独型下水処理を実施する場合には、一般に、適当量の３価鉄含有硫酸塩を汚泥濃縮
槽に添加した後、汚泥濃縮槽内の汚泥を、前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）が０．０３
以下になるように適当に濃縮してから、汚泥濃縮槽から排出する。すなわち、３価鉄含有
硫酸塩では、３価鉄イオンに対する硫酸イオンのモル比が、硫酸第二鉄の場合には１．５
であり、ポリ硫酸第二鉄の場合には通常１．４～１．４５であるので、３価鉄含有硫酸塩
から供給される硫酸イオンのモル量は、３価鉄含有硫酸塩から供給される３価鉄イオンの
モル量よりも高い。従って、濃縮汚泥にこれらの３価鉄含有硫酸塩を添加すると、添加直
後の硫酸イオン／鉄成分のモル比は、添加前の硫酸イオン／鉄成分のモル比よりも、高く
なる。このように高いモル比を維持したまま、濃縮汚泥を排出すると、汚泥消化槽や長距
離送泥管において、硫酸イオンが硫酸還元菌の作用により硫化水素に変化し、かえって硫
化水素の発生を促進してしまう。
【００２０】
従って、３価鉄含有硫酸塩を汚泥濃縮槽に添加する場合には、汚泥濃縮槽内へ供給される
個々の汚泥における硫酸イオン／鉄成分のモル比、及び汚泥濃縮槽内での濃縮効率に応じ
て、３価鉄化合物の添加量を決定するか、あるいは、個々の汚泥における硫酸イオン／鉄
成分－モル比及び３価鉄化合物添加量に応じて、汚泥濃縮槽における濃縮工程又は濃縮効
率を決定する。具体的には、汚泥濃縮槽へ供給される個々の汚泥における硫酸イオン／鉄
成分－モル比に応じて、汚泥濃縮槽への３価鉄化合物添加量、及び汚泥の濃縮率を適宜調
整して、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を０
．０３以下にすることができる。
例えば、本発明方法を実施する個別的下水処理施設内の汚泥濃縮槽における汚泥濃縮率が
一定あるいは一定範囲内にある場合には、その濃縮率における鉄成分及び硫酸イオンの残
存率を、例えば、予備試験などにより、予め測定しておく。続いて、水処理工程によって
生成され、汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥に含まれる鉄成分及び硫酸イオンの濃度、並
びにその沈殿汚泥の容量を測定し、汚泥濃縮槽内の汚泥中に含まれる鉄成分全体に対する
硫酸イオン全体のモル比が０．０３以下になるように、前記測定値に応じて３価鉄化合物
添加量を決定することができる。
【００２１】
汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥における硫酸イオン／鉄成分－モル比が経時的に変化す
る場合には、その経時変化を、連続的若しくは断続的（一定間隔若しくは不定間隔で）に
測定して、３価鉄化合物添加量を適宜調整することにより、汚泥濃縮槽から排出される濃
縮汚泥の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を０．０３以下に連続的に維持することがで
きる。
また、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）が、全

10

20

30

40

50

(6) JP 3614251 B2 2005.1.26



体的に実質的に前記範囲内にある限り、短時間及び／又は部分的に前記範囲をはずれるこ
とができる。例えば、汚泥濃縮槽から単位時間当たりに排出される濃縮汚泥の総重量にお
いて、その約１０重量％部分の前記モル比が、前記の上限を１割程度上回ることは何ら問
題とならない。
【００２２】
以上のように、本発明方法において、３価鉄含有硫酸塩を汚泥濃縮槽に添加する場合には
、３価鉄含有硫酸塩を汚泥濃縮槽に添加した後に、汚泥濃縮槽内の汚泥を濃縮するので、
鉄イオンはそのほとんどが、水酸化鉄等の形で濃縮汚泥内に取り込まれる。一方、硫酸イ
オンはそのほとんどが、濃縮汚泥内に取り込まれることなく、濃縮離脱液の方に残り、濃
縮離脱液として分離除去されるので、濃縮汚泥の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）は低
下する。従って、こうして処理された濃縮汚泥は、硫化水素の発生を促進することがない
。
【００２３】
汚泥濃縮槽において汚泥を濃縮する方法は、前記のモル比（硫酸イオン／鉄成分）を所定
範囲にすることができる方法であれば特に限定されるものではなく、通常の汚泥濃縮方法
、例えば、重力濃縮法、及び機械濃縮法などを挙げることができる。
重力濃縮法によれば、例えば、濁質の凝集、沈降、及び分離により、汚泥濃縮槽内の汚泥
を濃縮することができる。
機械濃縮法によれば、例えば、浮力又は遠心力を用いることにより、汚泥濃縮槽内の汚泥
を濃縮することができる。機械濃縮法は、重力濃縮法では充分に濃縮することが困難であ
る場合、例えば、汚泥の性状の変化などにより、汚泥の沈降性及び濃縮性が悪い場合など
に使用することができる。
【００２４】
本発明方法において、３価鉄化合物として、硫酸塩を含まない３価鉄化合物を用い、３価
鉄化合物を汚泥濃縮槽へ添加する場合は、汚泥濃縮槽内の個々の汚泥における硫酸イオン
／鉄成分－モル比に応じて、汚泥濃縮槽への３価鉄化合物添加量、及び場合により汚泥の
濃縮率を適宜調整して、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モル比（硫酸イオン
／鉄成分）を０．０３以下にすることができる。例えば、水処理工程によって生成され、
汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥に含まれる鉄成分全体及び硫酸イオン全体の濃度、並び
にその沈殿汚泥全体の容量を予め測定し、汚泥濃縮槽内の汚泥中に含まれる鉄成分全体に
対する硫酸イオン全体のモル比が０．０３以下になるように、前記測定値に応じて３価鉄
化合物添加量を決定することができる。
【００２５】
硫酸塩を含まない３価鉄化合物を汚泥濃縮槽へ添加する場合には、汚泥濃縮槽内の汚泥の
硫酸イオン濃度が一般的に低いので、３価鉄化合物の添加後に濃縮工程を実施する必要の
ない場合が多い。しかし、汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥における硫酸イオン／鉄成分
－モル比が経時的に変化する場合には、その経時変化を、連続的若しくは断続的（一定間
隔若しくは不定間隔で）に測定して、３価鉄化合物添加量を適宜調整することにより、汚
泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を前記と同様に０
．０３以下に連続的に維持することができる。また、前記と同様に、汚泥濃縮槽から排出
される濃縮汚泥中の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）が、全体的に実質的に前記範囲内
にある限り、短時間及び／又は部分的に前記範囲をはずれることができる。
【００２６】
本発明方法において、集約型下水処理を実施する場合には、３価鉄化合物を前記汚泥濃縮
槽に添加するか、又はそれ以前の工程で添加し、汚泥濃縮槽内の汚泥を、その中に含まれ
る鉄成分全体に対する硫酸イオン全体のモル比（硫酸イオン／鉄成分）が０．０３以下に
なる条件を満足する状態で、汚泥濃縮槽から排出する。すなわち、汚泥濃縮槽から排出さ
れる濃縮汚泥中の前記モル比が０．０３以下になるように、３価鉄化合物を汚泥濃縮槽又
はそれ以前の工程で添加し、必要により汚泥濃縮槽で濃縮処理を行う。
【００２７】
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３価鉄化合物を前記汚泥濃縮槽に添加して、この集約型下水処理を実施する場合には、前
記の単独型下水処理で説明した操作をそのまま適用することができる。例えば、３価鉄化
合物として３価鉄含有硫酸塩を用いる場合には、一般に、適当量の３価鉄含有硫酸塩を汚
泥濃縮槽に添加した後、汚泥濃縮槽内の汚泥を、前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）が０
．０３以下になるように適当に濃縮してから、汚泥濃縮槽から排出する。また、３価鉄含
有硫酸塩の添加量や濃縮率なども前記と同様に調整することができる。硫酸塩を含まない
３価鉄化合物を用いる場合は、汚泥濃縮槽内の個々の汚泥における硫酸イオン／鉄成分－
モル比に応じて、３価鉄化合物添加量、及び場合により汚泥の濃縮率を適宜調整して、汚
泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を前記の所定範
囲に調整することができる。
【００２８】
汚泥濃縮槽より前の工程で３価鉄化合物を添加して、本発明による前記集約型下水処理を
実施することもできる。この場合には、例えば、水処理工程の任意の段階、例えば、最初
沈殿池、曝気槽、又は最終沈殿池などに３価鉄化合物を添加することができる。また、前
記の水処理工程で生成した沈殿汚泥の分配工程、すなわち、汚泥分配槽に３価鉄化合物を
添加することができる。また、３価鉄化合物を、前記各工程の１箇所のみに添加するだけ
でなく、複数箇所（例えば、汚泥濃縮槽、水処理工程を構成する各処理槽、又は汚泥分配
槽など）に添加することができる。更に、汚泥濃縮槽より前の任意の工程で３価鉄化合物
を添加すると共に、汚泥濃縮槽に３価鉄化合物を添加することもできる。
【００２９】
汚泥濃縮槽より前の工程で３価鉄化合物を添加すること以外は、通常の水処理を実施して
得られた沈殿汚泥を汚泥濃縮槽に送泥した後、その汚泥濃縮槽内の汚泥において前記硫酸
イオン／鉄成分－モル比を測定する。前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）が０．０３以下
でない場合には、３価鉄化合物の添加量を調整するか、あるいは汚泥濃縮槽において前記
と同様の濃縮工程を実施することにより、前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を０．０３
以下に調整することができる。
汚泥濃縮槽より前の工程で３価鉄化合物を添加する場合は、３価鉄化合物として硫酸塩を
使用しても、水処理の各工程で硫酸イオンが上清や分離液中に移り、沈殿成分中には残留
しないので、汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥内の硫酸イオン／鉄成分－モル比が充分に
低下しており、前記の所定値（０．０３）以下になっていることが多い。硫酸塩を含まな
い３価鉄化合物を使用する場合は、汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥内の硫酸イオン／鉄
成分－モル比が一般的に前記の所定値（０．０３）以下になっていることが多い。
【００３０】
汚泥濃縮槽に供給される沈殿汚泥における硫酸イオン／鉄成分－モル比が経時的に変化す
る場合には、その経時変化を、連続的若しくは断続的（一定間隔若しくは不定間隔で）に
測定して、３価鉄化合物添加量を適宜調整することにより、汚泥濃縮槽から排出される濃
縮汚泥の前記モル比（硫酸イオン／鉄成分）を前記と同様に０．０３以下に連続的に維持
することができる。また、前記と同様に、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥中の前記モ
ル比（硫酸イオン／鉄成分）が、全体的に実質的に前記範囲内にある限り、短時間及び／
又は部分的に前記範囲をはずれることができる。
【００３１】
本発明方法においては、硫酸イオン／鉄成分－モル比を前記の所定範囲に調整した濃縮汚
泥を、同じ個別的下水処理施設内の汚泥消化槽へ送るか、あるいは長距離送泥管を介して
集約的汚泥処理施設内の汚泥消化槽へ送ることができる。汚泥消化槽内の反応条件は、濃
縮汚泥の硫酸イオン／鉄成分－モル比が前記所定範囲にあること以外は、通常の消化工程
を実施するのに用いられる条件をそのまま適用することができる。例えば、好ましくは１
５～６５℃、より好ましくは３０～４０℃の範囲の温度で、好ましくは１０～４０日間、
より好ましくは２５～３０日間反応させることができる。
本発明方法においては、処理汚泥中の硫酸イオン濃度が低いので、硫化水素の発生が抑制
され、汚泥消化槽に脱硫塔を設ける必要がない。しかも、消化反応に影響を与えることが
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ない。
本発明方法によって個別的下水処理を実施する場合には、前記の汚泥消化槽から排出され
る消化汚泥を脱水機に送り、ケーキを形成し、更に、脱水工程の後に、ケーキの焼却工程
（図１には図示せず）を実施することができる。
【００３２】
本発明方法において、集約型下水処理を実施する場合には、汚泥処理工程の前半を個別的
下水処理施設で実施し、汚泥処理工程の後半を集約的汚泥処理施設に集めて一括して実施
する。例えば、汚泥濃縮工程を個別的下水処理施設で実施し、汚泥消化工程及び脱水工程
を集約的汚泥処理施設で実施するか、あるいは、汚泥濃縮工程及び汚泥消化工程を個別的
下水処理施設で実施し、脱水工程を集約的汚泥処理施設で実施することができる。従って
、この場合、個別的下水処理施設内の汚泥濃縮槽で処理した濃縮汚泥を長距離送泥管を経
て、集約的汚泥処理施設における汚泥処理槽へ送るか、あるいは、個別的下水処理施設内
の汚泥濃縮槽及び汚泥消化槽で処理した消化汚泥を、長距離送泥管を経て、集約的汚泥処
理施設における汚泥処理槽へ送ることができる。
【００３３】
集約的汚泥処理施設における汚泥処理槽には、例えば、受泥槽（図１には図示せず）、汚
泥消化槽、及び／又は脱水機などが含まれる。集約的汚泥処理施設で実施することのでき
る汚泥処理工程は、個別的下水処理施設から排出される汚泥の状態によって、適宜決定す
ることができる。この場合、集約的汚泥処理施設には、複数の個別的下水処理施設から排
出される、種々の状態の汚泥（例えば、濃縮汚泥又は消化汚泥）が供給されることが一般
的であるので、個別的下水処理施設で実施する工程と、集約的汚泥処理施設で実施する工
程とが重複することがあり、そのような場合も本発明の範囲内に含まれる。
【００３４】
長距離送泥管に供給される汚泥が、個別的下水処理施設の汚泥濃縮槽から排出される濃縮
汚泥である場合には、集約的汚泥処理施設において、例えば、脱水工程、又は汚泥消化工
程及びそれに続く脱水工程を実施することができる。この場合に、長距離送泥管から集約
的汚泥処理施設に供給されたところで、再び、汚泥濃縮工程を実施してから、脱水工程、
又は汚泥消化工程及びそれに続く脱水工程を実施することもできる。また、脱水工程の後
に、更にケーキの焼却工程（図１には図示せず）を実施することができる。
【００３５】
また、長距離送泥管に供給される汚泥が、個別的下水処理施設の汚泥消化槽から排出され
る消化汚泥である場合には、集約的汚泥処理施設において、例えば、脱水工程を実施する
ことができる。この場合に、長距離送泥管から集約的汚泥処理施設に供給されたところで
、再び、汚泥濃縮工程を実施してから、脱水工程を実施することができる。また、脱水工
程の後に、更にケーキの焼却工程（図１には図示せず）を実施することができる。
【００３６】
一般的に、個別的下水処理施設と集約型下水処理施設とを連絡する長距離送泥管は、嫌気
性条件下で、大量の汚泥をかなりの時間をかけて、圧送又は自然流下などにより、輸送す
る。従って、汚泥の硫酸イオン濃度が高いと、長距離送泥管内で大量の硫化水素が発生し
てしまうことがある。
これに対して、本発明方法では、個別的下水処理施設から排出される濃縮汚泥又は消化汚
泥の硫酸イオン／鉄成分－モル比が前記所定範囲にあるので、硫化水素の発生を１００ｐ
ｐｍ以下に抑制することができる。
【００３７】
【実施例】
以下、実施例によって本発明を具体的に説明するが、これらは本発明の範囲を限定するも
のではない。

主に一般生活排水を処理している個別的下水処理施設内の重力式汚泥濃縮槽（容量１７０
ｍ３ ，処理汚泥量約８０～９０ｍ３ ／日）に、汚泥濃縮槽に投入する沈殿汚泥［汚泥濃度
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実施例１：３価鉄化合物添加による硫化水素発生の抑制効果



（固形分含有量）約１％］に対して、ポリ硫酸第二鉄（鉄含量１１％）を２０００ｍｇ／
ｌ若しくは３０００ｍｇ／ｌ又は塩化第２鉄（鉄濃度１３％）を３０００ｍｇ／ｌになる
ように、水溶液状態で添加し、滞留時間１１～１２時間で濃縮を行うことにより、汚泥濃
度２．２～２．５％の濃縮汚泥約４０～４５ｍ３ を得た。この濃縮汚泥を２槽からなる消
化槽（容量４９９ｍ３ 及び５００ｍ３ ）に投入し、３５℃で滞留時間約３０日間で消化を
実施した。
汚泥消化槽に投入した直後の汚泥組成、並びに消化を実施した後の汚泥消化槽内の硫化水
素濃度及び消化率を表１に示す。表１には、比較例として、ポリ硫酸第二鉄を１０００ｍ
ｇ／ｌになるように添加した場合の結果、及び対照例として、３価鉄化合物を添加しなか
った場合の結果も併せて示す。なお、表１～表３において、全鉄とは、鉄成分全体を示す
。
消化率Ｘ（％）は、式：
Ｘ＝｛１－（Ａ×Ｂ）／（Ｃ×Ｄ）｝×１００
［式中、Ａは、汚泥濃縮槽に投入する濃縮汚泥中に含まれる無機分の重量百分率（重量％
）を表わし、Ｂは、消化汚泥中に含まれる有機分の重量百分率（重量％）を表わし、ｃは
、汚泥濃縮槽に投入する濃縮汚泥中に含まれる有機分の重量百分率（重量％）を表わし、
Ｄは、消化汚泥中に含まれる無機分の重量百分率（重量％）を表わす］で算出した。ここ
で、各汚泥中に含まれる無機分とは、乾燥した汚泥を強熱処理した場合の残留物を意味し
、各汚泥中に含まれる有機分とは、乾燥した汚泥を強熱処理した場合に消失するものを意
味し、有機分又は無機分の重量百分率は、下水試験方法［１９８４年版；（社）日本下水
道協会］に準拠して測定した。なお、強熱処理は、電気炉中において蒸発皿の上で、６０
０℃で１時間加熱することにより実施した。表１に示すように、消化汚泥槽に含まれる鉄
成分に対する硫酸イオンのモル比を０．０３以下にすることにより、汚泥消化槽における
硫化水素の濃度を１００ｐｐｍ以下に抑制することができた。また、この場合に、消化に
悪影響がないことも判明した。
【００３８】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００３９】

実施例１と同様の個別的下水処理施設において、汚泥濃縮槽に投入する直前の沈殿汚泥１
リットルを採取し、ポリ硫酸第２鉄を５００ｍｇ／ｌになるように添加した。続いて、重
力濃縮により汚泥固形分の濃度が５倍になるように濃縮し、濃縮汚泥２００ｍｌを得た。
得られた濃縮汚泥１００ｍｌと、同じ個別的下水処理施設内の汚泥消化槽から採取した汚
泥１００ｍｌとを混合し、試料（ａ）を得た。
これとは別に、以下の操作を実施することにより、比較例としての試料（ｂ）、及び対照
例としての試料（ｃ）を得た。すなわち、同じ個別的下水処理施設において汚泥濃縮槽に
投入する直前の沈殿汚泥１リットルを採取し、重力濃縮により汚泥固形分の濃度が５倍に
なるように濃縮し、得られた濃縮汚泥にポリ硫酸第２鉄を２５００ｍｇ／ｌになるように
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実施例２：汚泥濃縮槽への添加による硫化水素発生の抑制効果



添加した。得られた混合物１００ｍｌと、個別的下水処理施設内の汚泥消化槽から採取し
た汚泥１００ｍｌとを混合し、試料（ｂ）を得た。また、同じ個別的下水処理施設におい
て汚泥濃縮槽に投入する直前の沈殿汚泥１リットルを採取し、重力濃縮により汚泥固形分
の濃度が５倍になるように濃縮し、得 た濃縮汚泥１００ｍｌと、個別的下水処理施設
内の汚泥消化槽から採取した汚泥１００ｍｌとを混合し、試料（ｃ）を得た。
得られた試料（ａ）、（ｂ）、及び（ｃ）２００ｍｌを、別々に、５００ｍｌの三角フラ
スコに入れ、３５℃の恒温槽で２４時間消化した。消化前及び消化後の汚泥組成、消化中
に発生する硫化水素濃度、並びに消化率を表２に示す。汚泥濃縮槽にポリ硫酸第２鉄を添
加した後、硫酸イオンを濃縮離脱液として除去することにより、消化処理を実施する汚泥
中に含まれる鉄成分に対する硫酸イオンのモル比を０．０３以下にすることができた。ま
た、この場合に、消化に悪影響がないことも判明した。
【００４０】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４１】

長距離送泥管を想定した送泥管（長さ＝６０ｍ，内径＝８０ｍｍ）、１ｍ３ 　 の曝気槽、
最終沈殿池、及び汚泥濃縮槽を含むテスト装置を、標準活性汚泥法を実施することのでき
る下水処理場に設置した。前記テスト装置は、前記下水処理場内の最初沈殿池から排出さ
れる上清を前記テスト装置の曝気槽に供給することができるように、設置した。
前記テスト装置においては、主に一般生活排水を処理している下水処理場内の最初沈殿池
から排出される上清３０００リットル／日を、活性汚泥混合液中の固形分濃度（ＭＬＳＳ
）２０００ｍｇ／ｌ、滞留時間８時間の条件で、曝気槽内で曝気処理を実施した後、余剰
汚泥４５～５０リットル／日を重力式汚泥濃縮槽に供給して汚泥濃度２～２．５％になる
ように濃縮処理を実施し、続いて、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥２０～３０リット
ル／日を前記テスト装置の送泥管入口部に供給し、ポンプにより送泥管内を２０時間かけ
て送泥し、濃縮汚泥を送泥管出口部から排出することができる。
【００４２】
前記テスト装置の曝気槽にポリ硫酸第２鉄を１０ｍｇ／ｌになるように添加し、送泥管入
口部における硫酸イオン濃度、鉄成分濃度、及び硫化水素濃度、並びに送泥管出口部にお
ける硫酸イオン濃度及び硫化水素濃度を測定した。結果を表３に示す。
比較例として、汚泥濃縮槽から排出される濃縮汚泥に、１０００ｍｇ／ｌになるようにポ
リ硫酸第２鉄を添加した場合の結果と、対照例として、ポリ鉄硫酸第２鉄を添加しなかっ
た場合の結果を、併せて表３に示す。
比較例では、硫酸イオンがすべて送泥管に送り込まれるため、濃縮汚泥に含まれる鉄成分
に対する硫酸イオンのモル比を０．０３以下にすることができず、送泥管出口部における
硫化水素の発生を抑制することができなかった。それに対して、曝気槽にポリ硫酸第２鉄
を添加した場合には、濃縮汚泥に含まれる鉄成分に対する硫酸イオンのモル比を０．０３
以下にすることができ、硫化水素の発生を抑制することができた。
【００４３】
【表３】
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実施例３：長距離送泥管における硫化水素発生の抑制効果



　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００４４】
【発明の効果】
本発明によれば、下水処理において、汚泥消化槽における硫化水素の発生を抑制し、硫化
水素の発生に伴って生じる汚泥消化槽内の腐食、更には、消化脱離液に含まれる硫化水素
により生じる処理場内返流水管路の腐食などを防ぐことができる。
また、本発明によれば、集約型下水処理において、長距離送泥管における硫化水素の発生
を抑制し、硫化水素の発生に伴って生じる長距離送泥管内の腐食を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】一般的な下水処理施設の概要を示す説明図である。
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